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(57)【要約】
　本発明は、プリント回路基板のための保持デバイスで
あって、フレーム状様式で設計されると共に、該保持デ
バイスを搬送すべく外側長手側部上に配置された搬送キ
ャリッジを有するという保持デバイスに関する。上記各
搬送キャリッジ間には、基板のための上記保持デバイス
の保持フレームが配置される。上記保持フレームは高さ
調節可能とされるべく各搬送キャリッジ上に取付けられ
ることにより、該フレームに挟持された基板は処理の間
において降下ないし上昇され得る。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　薄寸のシート状基板のための保持デバイスであって、該保持デバイスは、２つの外側長
手側部上に夫々配置された搬送キャリッジであって連続操作機器などを通して当該保持デ
バイスを搬送することが意図されるという搬送キャリッジを備えたフレーム状形態であり
、前記各搬送キャリッジ間には基板のための当該保持デバイスの保持フレームが配置され
る、という保持デバイスにおいて、
　前記保持フレームは前記各搬送キャリッジ上に高さ調節可能に取付けられることを特徴
とする、保持デバイス。
【請求項２】
　前記各搬送キャリッジ上における前記保持フレームの前記高さ調節可能な取付けは、前
記保持フレームの平面に対して垂直な方向のみにおける相対移動に対して設計されること
を特徴とする、請求項１に記載の保持デバイス。
【請求項３】
　前記高さ調節により、前記各搬送キャリッジと前記保持フレームとの間において相互に
関して相対移動が在るとき、前記保持フレームは、前記各搬送キャリッジに関して位置的
に安定的に留まり、好適には、前記各搬送キャリッジの搬送方向に対して平行に整列され
ることを特徴とする、請求項１または請求項２に記載の保持デバイス。
【請求項４】
　前記高さ調節により、前記各搬送キャリッジと前記保持フレームとの間において相互に
関して相対移動が在るとき、前記保持フレームは、前記各搬送キャリッジの搬送方向に対
して20°～30°の最大角度を以て、前記各搬送キャリッジに関して位置が調節可能である
ことを特徴とする、請求項１または請求項２に記載の保持デバイス。
【請求項５】
　前記各搬送キャリッジは、好適にはそれらの前側領域および終端領域の両方において、
進行様式で搬送を行うためのローラを有することを特徴とする、先行請求項のいずれか一
つの請求項に記載の保持デバイス。
【請求項６】
　前記保持フレームは、鋏状開閉継手により高さ調節可能様式で前記各搬送キャリッジに
対して締着され、好適には、前記保持フレームの前記長手側部の各々上には２つの鋏状開
閉継手が配備されることを特徴とする、先行請求項のいずれか一つの請求項に記載の保持
デバイス。
【請求項７】
　ひとつの鋏状開閉継手は前記保持フレームの前側領域の近傍に配備され、ひとつの鋏状
開閉継手は該保持フレームの後側領域の近傍に配備されることを特徴とする、請求項６に
記載の保持デバイス。
【請求項８】
　鋏状開閉継手は、前記保持フレームに対しては一箇所の回りで枢動可能に締着された連
接結合レバーであって、前記搬送キャリッジ上の長手方向スリット内に変位可能に且つ枢
動可能に取付けられたという連接結合レバーを有し、
　好適には前記連接結合レバーは、任意の位置において前記保持フレームの平面に対して
90°未満の角度を有することを特徴とする、請求項６または請求項７に記載の保持デバイ
ス。
【請求項９】
　各連接結合レバーは、該連接結合レバーの中央領域に枢動可能に連接結合された中間レ
バーであって、前記搬送キャリッジ上では一箇所の回りで枢動可能に取付けられたという
中間レバーに対して接続され、
　好適には前記各連接結合レバーは前記保持フレームの一側面にて該保持フレームから、
各連接結合レバーが前記搬送キャリッジの中央領域を指向する如く延在し、前記各中間レ
バーは前記各連接結合レバーから、各中間レバーが其処から離間する方向を指向する如く
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延在することを特徴とする、請求項８に記載の保持デバイス。
【請求項１０】
　前記保持フレームの前側領域および後側領域には基板のための長寸の挟持デバイスが配
備され、好適には該挟持デバイスは、連続的ロッドに対して締着された挟持用突起部を備
えることを特徴とする、先行請求項のいずれか一つの請求項に記載の保持デバイス。
【請求項１１】
　前記保持フレームに保持された基板に関する電気接触のために、少なくともひとつの搬
送キャリッジが導電様式で前記保持フレームに対して接続されることを特徴とする、先行
請求項のいずれか一つの請求項に記載の保持デバイス。
【請求項１２】
　前記各挟持デバイスは電気接触様式または導電様式で前記保持フレーム上に形成され、
該挟持デバイスは好適には、前記保持フレームに拘束された基板に当接して位置すべく端
部にて平坦形態である移動可能な接触ヘッドを備えることを特徴とする、先行請求項のい
ずれか一つの請求項に記載の保持デバイス。
【請求項１３】
　少なくともひとつの鋏状開閉継手は、好適には全ての鋏状開閉継手は、導電形態であり
、該鋏状開閉継手は、前記搬送キャリッジおよび前記保持フレームの両者に対し、または
、前記搬送キャリッジおよび保持フレーム上で夫々延在する電気導体に対し、導電様式で
接続されることを特徴とする、先行請求項のいずれか一つの請求項に記載の保持デバイス
。
【請求項１４】
　前記保持フレーム上、または、それにより保持された基板上の前記各鋏状開閉継手の少
なくともひとつを経由しての、前記２つの搬送キャリッジの少なくとも一方上のスライダ
による電気接触により特徴付けられる、先行請求項のいずれか一つの請求項に記載の保持
デバイス。
【請求項１５】
　前記保持フレームは外側部の回りにおいて囲繞様式で形成され、その中央領域において
表面領域の主要部分は解放されていることを特徴とする、先行請求項のいずれか一つの請
求項に記載の保持デバイス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば薄寸のプリント回路基板、または、いわゆる導体箔もしくは太陽電池
などの薄寸のシート状基板のための保持デバイスに関し、上記基板は当該保持デバイスに
より処理機器もしくは連続操作機器を通して好適に搬送される。
【背景技術】
【０００２】
　例えばドイツ特許公開公報第DE 10 2007 038 116 A1号からは、薄寸のプリント回路基
板の如き各基板を、それらの前縁部またはそれらの後縁部により、長寸クリップに対して
締着することが知られている。これらの長寸クリップは次に、それらの端部を以て、連続
操作機器と並置されて左右にて進行する搬送用チェーン上に固定もしくは懸架され、それ
らにより搬送される。この場合、ひとつのクリップが先行基板の後縁部および後続基板の
前縁部の両方を保持することが行われ得ることから、複数のクリップにより複数枚の基板
の連鎖が形成される。しかし、一方における連鎖体の形態とされた複数枚の基板の一体的
な締着、および、他方における複数の保持用クリップの堅固な形成は、此処では問題であ
る。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　本発明は、冒頭にて言及された保持デバイスであって、先行技術の問題を回避し得ると
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いう保持デバイスを提供するという課題、特に、可能的で有用な当該手法により、冒頭に
て言及された基板が保持および搬送され得ると共に該基板が連続操作機器などの如き処理
機器を通して搬送され得るという可能的で有用な手法を創案するという課題に対処する。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　この課題は、請求項１の特徴を備える保持デバイスにより解決される。本発明の有用で
好適な改善例は、更なる請求項の主題であると共に、以下において更に詳細に説明される
。各請求項の表現は、明示的な参照により本記述の要旨とされる。
【０００５】
　基板のための上記保持デバイスは、全体としてフレーム状形態であることが条件とされ
る。２つの外側長手側部上には搬送キャリッジが配置され、それにより、上記保持デバイ
スは、特に連続操作機器などの如き処理機器を通る経路に沿い、搬送される。上記基板が
、例えば、薄寸のプリント回路基板、または、太陽電池のための他の基板であるなら、こ
れらの処理機器においては、洗浄、エッチング、または、被覆、特に電気化学的な被覆の
如き工程が行われ得る。基板に対する上記保持デバイスの保持フレームは上記各搬送キャ
リッジ間に配備されるか、または、それらが上記保持フレームに対して直接的に固着もし
くは締着される。本発明に依れば、上記保持フレームは、上記各搬送キャリッジ上に高さ
調節可能に取付けられる。斯かる高さ調節性によれば、上記各搬送キャリッジは、例えば
上述のレールもしくは循環する搬送用チェーン上など、いわば平面もしくは水平面上で移
動され得る。而して、上記保持フレームを高さに関して調節もしくは降下させる上記可能
性によれば、基板が処理機器の外部で搬送されつつあるときに、該基板は例えば更に高い
または最も高い位置に置かれるという成果が達成され得る。もし、基板を備えた上記保持
デバイスが、例えば該基板に対する浸漬タンクを備えた処理機器内へと移動されるなら、
基板と共に上記保持フレームは、上記浸漬タンク内の処理媒体に対して少なくとも該基板
の下側面を以て該基板が接触して該処理媒体により湿潤されるまで、降下され得る。特に
、完全な降下および浸漬も可能である。これにより、各搬送キャリッジと共に、特に、レ
ールまたは搬送用チェーンの如き搬送デバイスと共に、概略的には相当の労力を伴う上記
保持デバイス全体の降下もしくは低下が回避され得る。
【０００６】
　上記高さ調節性は好適には、特定の複数の段階で、さもなければ、特に好適には無段階
的に、可変的とされ得る。達成可能な高さ調節の範囲は、例えば5cm～15cmなどの数cmの
範囲、または、上記保持デバイスの幅の約10％～30％にわたり得る。過剰な高さ調節性と
すると、機械設備に対する相当に大きな出費が伴う。
【０００７】
　上記各搬送キャリッジ上における上記保持フレームの高さ調節可能な取付けは一方では
、両者間の相対移動が、例えば、該保持フレームの平面に対し、または、搬送方向もしく
は搬送平面に対して垂直な方向においてのみ行われ得る如き様式で形成され得る。これに
より、上記保持フレームにおける基板に対して生じ得る過剰なもしくは不都合な過負荷が
回避され得る。その様に厳密に事前決定された移動は、上記保持フレームと各搬送キャリ
ッジとを接続する各リンクを適切に形成することにより達成され得、このことは以下にお
いて更に詳細に論じられる。
【０００８】
　他方、好適には、例えば最も降下された位置から最も上昇された位置もしくは搬送位置
へと、各搬送キャリッジに関して上記保持フレームの相対移動が在り、基板は、述べられ
た両方の位置において搬送平面に対して平行に位置されるとき、該基板はこれらの位置の
間において、例えば後側領域が更に下方傾斜されて傾斜される、ということが可能である
。角度は、大きくとも20°～30°と浅くされ得る。これによりおそらく、浸漬タンク内の
処理流体の表面からの基板の更に容易な分離が許容される。更に、例えば完全に浸漬され
た基板の場合、下方傾斜された領域の全体にわたり、処理流体の流下が更に容易に達成可
能であり、このことは特に、基板上の処理流体により引き起こされる負荷、または、処理
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流体の重量を低減する。斯かる一時的な傾斜は、上記保持デバイスを協働して形成する上
記保持フレームおよび各搬送キャリッジ間のリンク接続を適切に形成することにより容易
に可能であり、且つ、当業者に公知でもある。基板と一体的な上記保持フレームの位置に
対しては、外部からの制限された案内も課され得る。
【０００９】
　本発明のひとつの改善例において、上記各搬送キャリッジは、それらが、特にレール上
における可動的な搬送のためのローラを有する如き様式で形成され得る。故に、進行する
経路上には左側のレールおよび右側のレールが在り得、その各々上にては、搬送キャリッ
ジが、すなわち左側の搬送キャリッジおよび右側の搬送キャリッジが進行する。それらは
、例えばフレームの様式で相互に対して接続され得るか、または代替的に、相互から独立
的とされ、もしくは相互に対して結合されず、すなわち２つの別体的な部材とされ得る。
【００１０】
　本発明の代替的な改善例において、上記各搬送キャリッジは、例えば上述の先行技術か
ら知られる搬送用チェーンなどの循環搬送手段に対し、ピン、凹所、または、他の確動的
な接続により接続され得る。そのときには、上記保持デバイスのための複雑な駆動器に対
する必要性も無い。
【００１１】
　長寸の上記各搬送キャリッジは、進行方向に関し、進行する経路の左側および右側に配
備され得る。代替的にそれらは、進行する経路に対して横方向に距離を置くこともできる
が、これは好適さが少ないと考えられる。左右に配置された各搬送キャリッジによれば、
該搬送キャリッジは、重要な領域に対し、特に完全に、基板に対する浸漬タンクなどの側
方に沿い、配置され得る。この様にして、それらに対する影響は可及的に小さくされる。
【００１２】
　上記保持フレームは好適には、所定個数の連接結合レバーまたは鋏状開閉継手により上
記各搬送キャリッジに対して接続される。これらは、例えば、上述の角度的な安定性もし
くは角度的な調節性を得るために、垂直方向および、搬送平面に沿う方向の両方において
、高信頼性で正確な案内を可能とする。上記保持フレームの各長手側部上には２つの鋏状
開閉継手が好適に配備され、例えば、一方は前側領域の近傍および他方は後側領域の近傍
とされる。その場合、これらの４つの鋏状開閉継手により、上記保持フレームは上記各搬
送キャリッジに対して締着される。
【００１３】
　上記保持フレームに対し、一箇所の回りで枢動可能に一端により締着された連接結合レ
バーを当該リンクが有する如き様式で、リンクが好適に形成され得る。他端は、上記搬送
キャリッジ上の長手方向スリットであって搬送方向に延在するという長手方向スリットに
係合すると共に、該他端は、上記スリット内に変位可能に且つ枢動可能に取付けられる。
全ての位置において、上記連接結合レバーは上記保持フレームの平面に対して90°未満の
角度を有し得ることから、それは常に浅い角度に在る。
【００１４】
　一方、斯かる連接結合レバーはその中間もしくは中央の領域に、該連接結合レバーに対
して枢動可能に接続された中間レバーを有し得る。上記中間レバーの他端は、上記搬送キ
ャリッジに対し、一箇所の回りで枢動可能に取付けられまたは締着される。この場合、上
記保持デバイスの片側における２本の連接結合レバーは上記保持デバイスから延在し、相
互に向けて指向するか相互に向けて傾斜される一方、中間レバー同士は離間する方向を指
向する。これらの中間レバーによれば、そのことが確実とされるべきであれば、上記保持
フレームの降下は常に、上記搬送キャリッジに関して平行に行われることが確実とされ得
る。先に記述された如く、異なる様に形成された各連接結合レバーまたは各中間レバーに
よれば、途中において傾斜された上記保持フレームの降下も実施され得る。
【００１５】
　上記保持フレームに対して基板を締着するために、該保持フレームの前側領域および後
側領域には夫々、長寸の挟持デバイスが配備され得る。例えば、転回され得ると共に複数
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の挟持用突起部を有し得るという連続的ロッドが配備され得る。これらの挟持用突起部に
より、基板は数箇所にて堅固に挟持され得る。
【００１６】
　本発明の改善例において、上記保持デバイス上の基板が電気化学的に処理されるべきで
あるが故に外部から電気的に接触されるべきであるなら、上記保持フレーム内に保持され
た基板に対する電気接触が確立されるために、上記保持フレームに対して少なくとも一方
の搬送キャリッジが導電様式で接続されることが行われ得る。そのときに上記搬送キャリ
ッジに対する外部的な電気接触は、摺動接点により、または、その上で各搬送キャリッジ
が案内されるレールもしくは搬送用チェーンにより、容易に確立され得る。基板に対する
上記保持フレームの電気接触は上述の挟持デバイスにより確立され得、そのときに挟持デ
バイスは、電気的に接触しまたは電気的に導通する形態である。このことは、上記挟持デ
バイスに対して全体的には当てはまらない。例えばそれらは、移動可能な接触ヘッドであ
って端部にては平坦形態であるという所定個数の接触ヘッドを有し得る。それらは、上記
挟持デバイスの残部と同一の様式で、上記保持フレームに拘束された基板に当接して挟持
様式で位置し、基板を保持し且つそれに対して電気的に接触し得る。
【００１７】
　上記各搬送キャリッジと上記保持フレームとの間の電気接続は、例えば上述の継手もし
くは鋏状開閉継手などの、中間に配置された連結デバイスにより行われ得る。代替的に、
此処では、ループ状に載置された撓曲可能な電気ラインが配備され得る。
【００１８】
　上記保持フレームは好適には、外側部の回りにおいて囲繞様式で形成され、且つ、その
中央領域は実質的に解放されている。前側フレーム部分および後側フレーム部分は、搬送
方向を横切る方向に延在する部材であって上述の挟持デバイスも有するという部材により
形成され得る。これらの２つの部材は側方の接続部材により相互に接続され得ることから
、上記保持フレームは可及的に本来的に安定的であり、すなわち、該保持フレームは、上
記搬送キャリッジに対する固着に依るだけでなく、自己支持性であり且つ寸法的に安定的
なままである。このことは特に、基板の確実な搬送および安全な固着に対して必要である
。
【００１９】
　これらのおよび他の特徴は、各請求項からだけでなく記述および図面からも明らかとな
り、その場合、個々の特徴は、各々の場合にそれら自体により実現され、または、本発明
の実施形態および他の分野における下位組み合わせの形態にて複数の特徴として実現され
得ると共に、個々の特徴は、本願において保護が請求される有用で本来的に保護可能な実
施形態を構成し得る。本出願は個別的な段落および副題へと細分されるが、以下において
為される記述の包括的な有効性を制限するものでない。
【００２０】
　本発明の好適実施形態は図面中に概略的に示されると共に、以下において相当に詳細に
説明される。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】保持フレームの上昇状態において拘束されたプリント回路基板を備えた本発明に
係る保持デバイスの斜視平面図である。
【図２】保持フレームが降下された図１の保持デバイスを示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　図１は、プリント回路基板13が保持もしくは拘束される本発明に係る保持デバイス11を
斜視平面図で示している。保持デバイス11は、同一的にまたは相互の鏡像として形成され
得る左側搬送キャリッジ15aおよび右側搬送キャリッジ15bを有する。搬送キャリッジ15は
夫々、前側搬送部材17aまたは17bおよび後側搬送部材17a'または17b'を備える。図示され
た如く、各搬送部材17は下方に向けられた搬送用突出部18a'を有し得、該突出部により各
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搬送部材は、冒頭にて引用されたドイツ特許公開公報第DE 10 2007 038 116 A1号と類似
する様式で、循環する搬送用チェーンなどに懸架される。代替的に、各搬送部材17はレー
ルなどの上で搬送を行うためのローラを有し得、そのときに保持デバイス11は不図示の様
式で駆動される。
【００２３】
　２つの搬送部材17aおよび17a'または17bおよび17b'は夫々、接続ロッド20aおよび20bな
らびに保持バー21aおよび21bにより相互に接続される。これにより、それらは確実に、堅
固に接続された様式で構成される。
【００２４】
　右側に基づいて記述される如く、搬送キャリッジ15bにおいて、保持バー21b上には前側
鋏状開閉継手23bおよび後側鋏状開閉継手23b'が配備される。鋏状開閉継手23および23'は
、下側保持フレーム32の一部分である側部バー30bに対して締着され又は該側部バーに対
して連接結合される。この配置構成において、側部バー30aおよび30bは、左側における前
側保持フレーム・ヘッド34aおよび34a'、および、右側における34bおよび34b'に対して締
着される。左側および右側の保持フレーム・ヘッド34aおよび34bは、前側挟持キャリヤ36
および後側挟持キャリヤ37により相互に対して接続される。プリント回路基板13は、前側
における連続的な挟持ロッド39および後側における39'上に、それ自体が公知の様式で保
持され、これらのロッドは、連接結合様式で取付けられると共に、後側において挟持用突
起部40および40'を有する。これらの挟持ロッド39に関し、且つ、概略的にはプリント回
路基板13の挟持に関しては、上記のドイツ特許公開公報第DE 10 2007 038 116 A1号を参
照されたく；例えば、該ドイツ特許公開公報第DE 10 2007 038 116 A1号における図１２
または図１３に係る構成を参照されたい。プリント回路基板13の挟持は、各保持フレーム
・ヘッド34における挟持レバー38により行われ得る。
【００２５】
　前側鋏状開閉継手23および23'は、側部バー30aおよび30bから、単一の箇所の回りに枢
動可能に取付けられた連接結合レバー25aおよび25a'または25bまたは25b'が、上方に向け
て、正確に述べれば各々の場合に鋭角にて、突出する如き様式で構成される。各連接結合
レバー25の上端部は、保持バー21aおよび21bにおける長手方向スリット26aおよび26a'ま
たは26bおよび26b'に係合する。それらは其処で、枢動可能に且つ長手方向に移動可能に
取付けられる。各連接結合レバー25の中央から略々上方に延在するのは、正確に述べれば
水平に対して鋭角に且つ夫々の連接結合レバー25の方向とは逆方向に延在するのは、枢動
可能に取付けられた中間レバー28aおよび28a'または28bおよび28b'である。一方、上端部
において各中間レバー28は、一箇所において保持バー21に対して枢動可能に接続される。
これにより、搬送キャリッジ15aおよび15bに関する保持フレーム23の高さ調節性が実現さ
れる。この配置構成においては、容易に理解され得る如く、鋏状開閉継手23および23'の
機能は、側方への何らの大きな位置ずれなしで実質的に垂直方向において搬送キャリッジ
15に関して保持フレーム32の上昇または降下を該鋏状開閉継手がもたらす如くである。例
えば、前側領域を更に下方として、または、後側領域を更に下方として、保持フレーム32
の不均一なもしくは傾斜した降下が可能であることも理解され得る。このことは特に、上
述の液体浴内への進入または液体浴からの退出に対して有用である。
【００２６】
　図２から明確である如く、その降下状態において、各搬送キャリッジ15に関する保持フ
レーム32の高さ調節のために各側部バー30上に配備されるのは、例えば各側部バー30上の
連接結合レバー25の軸受箇所から突出する案内ピン42である。図２に依れば明らかに突出
するこれらの案内ピン42aおよび42a'は、保持デバイス11の搬送経路に沿うスロット付き
リンクに進入し得るかまたは該スロット付きリンクにより案内され得る。故に、此処では
示されないが当業者は非常に精通しているという斯かるスロット付きリンクは、保持デバ
イス11の搬送の間において、搬送キャリッジ15aおよび15bが当該搬送経路に沿い進行する
という搬送経路に関して保持フレーム32の高さを設定するために、すなわち、拘束された
プリント回路基板13を上昇もしくは降下させるために使用され得る。斯かるスロット付き
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徐々に且つ連続的に行われ得る如き様式で生じさせるべく使用される。ひとつの結果は、
保持デバイス11上で、および、可能的には繊細なプリント回路基板13上の両方にて衝撃、
振動などにより引き起こされる更に大きな機械的負荷が回避され得るということである。
更に、特に、プリント回路基板13が上昇されまたは処理媒体を備えた液体浴を退出せしめ
られるとき、プリント回路基板13の対応する重量負荷と共に過剰な重量なしで、該プリン
ト回路基板上に位置された処理媒体が容易に良好に流れ去ることが、該プリント回路基板
を傾斜させることで達成され得る。
【００２７】
　示されないが、各図から推量することが容易なのは、プリント回路基板13に対して電力
を供給しまたは電気接点を確立する手段である。この目的のために、搬送用突出部18a'と
類似の様式で、搬送キャリッジ15の外側部上には電気的な接点、ループなどが好適に配備
され得る。斯かる搬送用突出部18a'が搬送用チェーンへと懸架されたとき、電気的な接触
は、この手段により行われ得るか、または、電気接点を確立する手段から概略的に知られ
る如く、電力導通レールに当接して、側方に突出するスライダが位置され得る。
【００２８】
　例えば、各保持バー21および鋏状開閉継手23および23'による斯かる電気接点から、保
持フレーム32に対する電気接点、および、該保持フレームにおけるプリント回路基板13に
対する電気接点は、挟持用突起部40と協働する挟持ロッド39により確立され得る。この配
置構成においては、まさに一方の搬送部材17上にて、例えばスライダにより電気接触を提
供することが基本的に可能である。但し、それが、片側の少なくとも２つの搬送部材17上
に、または、全ての搬送部材上に配備されることが更に高信頼性で更に良好である。導電
性の鋏状開閉継手23および23'の代わりに、各搬送キャリッジ15および保持フレーム32の
全ての相対移動を追随し得る撓曲可能な配線は、導電性の接続の役割を果たし得る。
【００２９】
　外部に対する更なる電気接触は、案内ピン42aおよび42a'が導電性のスロット付き案内
リンクに沿い進行するときに、該案内ピンにより実施され得る。但しこのことは、各搬送
部材17による電気接触と比較して、各案内ピン42が、プリント回路基板13と略々同一高さ
であるかその直上なので、疑いなく電気接触に不都合である様に、該案内ピンが処理媒体
を備えた液体浴に接近しもしくは該液体浴内に進行することが起こり得るという不都合を
有している。
【００３０】
　此処で示された非常に単純に形成された鋏状開閉継手の代わりに、それらは、一定の状
況下では複数の鋏状開閉継手としても形成され得るという異なる種類とされ得る。この様
にして、各搬送キャリッジ15に関して保持フレーム32の相当に大きな程度の降下が行われ
得る。但し、殆どの場合、このことは必要でない。
【００３１】
　故に保持フレーム32は、前側挟持キャリヤ36および後側挟持キャリヤ37により接続され
ることにより囲繞的で略々矩形状のフレームを実現する２本の側部バー30aおよび30bによ
り、囲繞様式で形成される。
【００３２】
　各挟持ロッド39および挟持用突起部40はまた、挟持キャリヤ36および37の下側部上にも
配備され得るが、取扱い上の理由によれば、上記の様にする方が望ましい。特に、挟持締
着の状態も更に良好にチェックされ得る。
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